
平成２３年３月１１日

国 土 交 通 省

航空法の一部を改正する法律案について

標記法律案について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

１．背景

国際民間航空条約附属書の改正等に対応し、航空運送事業に従事する操縦者の安定的

な確保、航空の安全性の向上及び航空会社の国際競争力の強化を図るため、航空従事者

技能証明の資格として准定期運送用操縦士の資格を創設するとともに、特定操縦技能の

審査制度の創設及び航空身体検査証明の有効期間の適正化等の所要の措置を講ずる改正

を行う。

２．法案の概要

（１）准定期運送用操縦士の資格の創設

航空従事者技能証明（以下「技能証明」という。）の資格に、航空機に乗り組んで、

機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行

うこと等をその業務範囲とする「准定期運送用操縦士」を追加する。

（２）操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設

操縦技能証明（定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用

操縦士の資格についての技能証明をいう。以下同じ。）を有する者は、飛行前の一定

期間内において、特定操縦技能（航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力で

あってその維持について確認することが特に必要であるもの）を有するかどうかにつ

いて、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員の審査を受け、これに合格してい

なければ、当該操縦技能証明につき限定をされた範囲の航空機について、当該航空機

に乗り組んで行うその操縦、操縦練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行っては

ならないこととする。

（３）航空身体検査証明の有効期間の適正化

航空身体検査証明の有効期間について、技能証明の資格ごとに、航空身体検査証明

を受ける者の年齢、心身の状態及び乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通

省令で定める期間とすることとする。

３．閣議決定日

平成２３年３月１１日（金）

【問い合わせ先】

国土交通省 航空局 技術部 乗員課

湊（みなと）・小西（こにし）

連絡先：03-5253-8111(内線50302・50107)

03-5253-8737(直通)


